
規

則 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
第
二
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

削
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     

「
た
だ
し
、
被
用
者
保
険
に
加
入
し
、
か
つ
被
保
険
者
の
市
町
村

 

民
税
が
非
課
税
の
方
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
省
略
で
き
ま
せ
ん
。

 」
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様式第１３号（第１条関係） 

 

 

           

               

      指定難病医療受給者証     

 公費負担者番号   

 受 給 者 番 号   

 
患
者 

氏 名 
  

 
居 住 地   

生年月日   

 保
護
者 

氏 名  
患者との

続    柄 
  

 居 住 地    

 有 効 期 間    

 指定難病の名称    

 自己負担上限月額 
  

  
 

 指 定 医 療 機 関  

 

 

 上記のとおり認定します。  

      年  月  日 

 

                 埼玉県知事       印  
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医

療
受
給
者
証
は
、
改
正
後
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第

十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医
療
受
給
者
証
と
み
な
す
。 
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